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新しいモノ・コトを楽しく創る知財創造教育

小・中・高校
対応
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➤知財創造教育は、「新しい創造をすること」「創造されたものを尊重すること」
を楽しみながら理解させ育むことにより、社会を豊かにしていこうとするもの。

①はじめに 知財創造教育とは何か

●知財創造教育は、特許法や著作権法自体の法教育ではありません。

●子どもたちが新たな価値を創造することを大人が見守る、あるいは支える教育。

知財創造教育とは何か



4

●知財創造教育の授業は、児童・生徒が知識の習得をしつつ、新たな創造を行うことを生活や社会
との関係を理解しながらリアルに体験できるように設計されている。

●最大のポイントは、子どもたちが、ニコニコしながら、楽しそうに学んでいるところ。

例(1)「絵文字はかせになろう」

ピクトグラム（絵文字）作りに挑戦する授業。
それぞれの児童が考えたアイデアを尊重しつ
つ、グループ討議を通じていいところ取りを
して1つのピクトグラムを作り上げる。

例(2)「製作に生かすアイデア発見、
木製品の設計」

一学年上の先輩が一年前に製作した作品群か
ら各生徒が一作品ずつ選び、先輩の素晴らし
いアイデアを探し出す。様々なアイデアや作
品への評価に触れ、技術に対する理解を深め
る授業。後日、自らの棚の設計・製作も行う。

例(3)「「発明楽」～「発明楽」を
通して知的財産を知ろう～」

新しいものを創造することが人や社会のため
に役立つことを理解しながら、そのスキルに
ついて学ぶ授業。新しいものを創造するプロ
セスを四則演算に当てはめて「発明を生む4
つの発想スキル」を解説。

①はじめに 知財創造教育とは何か
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◇小学校における知財創造教育のあり方
●「創造されたものによって社会が豊かになることに気づく」

●「創造されたものを尊重する」ことが大切。
「知的財産のしくみを知る」授業は発達段階や教科の特性に応じて実施。

＜新学習指導要領における「創造性」の定義＞

「創造性とは、感性を豊かに働かせながら、思いや
考えを基に構想し、新しい意味や価値を創造してい
く資質・能力である。」

「創造性の涵養」は、主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善を通して実現が図られる。

高

低

授業におけるウエイト

日々の授業の中で、創造性の育成の大切さを
意識するだけで授業が変わる。

知財創造教育という新しい考え方を取り入れる
というよりは、日々の授業を知財創造教育の観
点から見直し、手軽に取り入れてみましょう。

実践のヒント

②小学校における知財創造教育のあり方と指導案 小学校における知財創造教育のあり方
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◇小学校編の学習指導案・事例
●国語、算数、理科、社会、図画工作、生活、道徳、総合的な学習の時間、の

8教科等にわたり、計13の学習指導案・事例を収載。

●それに加え、外部プログラム事例や「1時間でできる知財創造教育」などの
コラムを複数紹介。

②小学校における知財創造教育のあり方と指導案 小学校編の学習指導案・事例

子どもたちの思考・判断・表現を助ける学習ツール １時間でできる知財創造教育 いつもの授業への付け足し



7

◇学習指導案例(1)「絵文字はかせになろう」 対象学年：第3学年
教科・科目：国語/総合的な学習の時間

(1)国語科の教材「くらしと絵文字」を通して絵文字とは何か、どのような所で使われているのか読み取る（国語）。

(2)絵文字（ピクトグラム）作りの基となるような学校生活上の課題を見つける（総合的な学習の時間）。

(3)国語科の教材「くらしと絵文字」を読み、身近な絵文字を説明する（国語）。

(4)ピクトグラムの作り方を知り、学校をよりよくするためのピクトグラムを作る（総合的な学習の時間）。

(5)作成したピクトグラムを全校に紹介し、校内に掲示する（実生活における活用）。

授業の流れ

●深い学びの実現に向けた指導法の工夫
①課題設定の工夫
・児童自身が設定する課題
・各教科などの特質に応じた「見方・考え方」を働かせる課題設定
・豊かな創造性の育成を目指した課題設定
②思考を可視化し学びを深めるためのツールの活用
・アイデアシート
・付箋

③学びの深化を図る
振り返りの充実

・振り返りの視点の明確化
（ゲストティーチャーへの
質問やメッセージを書くこ
とで、新たな疑問や学びの
深まりを表現する。）

②小学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(1)
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●カリキュラム・マネジメントの視点を活かした
外部人材の活用、教科横断的な取り組み

①外部人材の活用
絵文字（ピクトグラム）の開発や規格化に携わっている
日本規格協会関係者をゲストティーチャーとして招聘。

②教科横断的な取り組み
国語科：主に絵文字に関する説明的な文章の読み取りを学習。
総合的な学習の時間：国語科で学習したことを活用して絵文
字を自ら創り上げる活動。

●ゲストティーチャーなしで同様の授業を行う手法
ゲストティーチャーが説明するピクトグラムの作り方は、
スライドを用いて先生が説明することも出来ます。
スライドは以下にてダウンロードできます。
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku
/program.html）

スライド例(1) スライド例(2)

©一般財団法人 日本規格協会

②小学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(1)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku/program.html
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◇学習指導案例(3)
「「発明楽」～「発明楽」を通して知的財産について知ろう～」

対象学年：第3～6学年
教科・科目：社会

(1)身近にある発明品（消しゴム付き鉛筆など）を知ることを通して知的創造へ意識を向ける。

(2)グループで自分たちの生活の中に発明品はないか話し合い、見つけた発明品とその特徴を発表する。

(3)「発明楽」発想4つのスキルを知り、身近な発明品はどのスキルが使われているか考える。

(4)4つのスキルを使って発明に挑戦する。個人で考え、グループで話し合いをした後、発明したことを発表する。

(5)学習のまとめをする。発明によるイノベーションを知り、発明や知的財産の意義を考える。

授業の流れ

●指導の工夫
①思考の活性化を図るための、提示する発明品とその提示の仕方の工夫
・消しゴム付き鉛筆など、児童の身近にある発明品を例にする
・クイズ形式にすることでリラックスして学習に向き合う
・発明の成り立ちをストーリー風に提示する
②発言しやすく、協動的に学ぶ活動の工夫
・ウォーミングアップとしてバズ学習を行い、グループで話し合う機会を設ける。
・バズ学習の中で「お互いに意見を認め合う、あなたもOK、私もOK」というルールを設定。

②小学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(3)

③学びを他につなぎ、広げる場の工夫
・日本のイノベーションを紹介し、
指導者自身の関わりを示すなどす
ることで、社会的事象への意識づ
けを図る。

・気づかせたい価値観を他の場につ
なげられる場を終末に設ける。
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②小学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(3)

●「発明楽」発想4つのスキル

「発明楽」のダウンロード用スライド（約90枚）は以下のURLからダウンロード可能です。先生方が授業をされる際に参考となる説明が付いています（パワーポイントのノート機能）。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku/program.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku/program.html
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◇中学校における知財創造教育のあり方

●先人の生み出した知的財産を参考に何かを生み出す場を豊かに用意する必要がある。

●自らが知的財産を生み出し、その社会や文化の構成者となる経験が重要。

●生徒の優れた作品やレポートを、他校の生徒などの学びに活かすことも考える必要がある。

➡知的財産とは、偉大な先人の生み出した著作物だけでなく、前年度の作品や他の生徒の
レポートであることも

➡これが無ければ知的財産に関する知識や法律は役立たず、逆に生徒が将来知財を生み出す
ことを阻むことも

➡教室には世の中を変えるかもしれない知的財産が埋もれている可能性あり

生徒は真似をしてはいけない
と考えている。

そのため自分の作品をオリジ
ナルだと胸を張るが、
本当にそうだろうか？

③中学校における知財創造教育のあり方と指導案 中学校における知財創造教育のあり方



12

◇中学校編の学習指導案・事例
●国語、社会、技術・家庭、音楽、道徳、総合的な学習の時間の6教科等
にわたり、計13の学習指導案・事例を収載。

●特に、技術・家庭の学習指導案・事例は8つにのぼり、大変充実した内容。

●小学校編と同様に、外部プログラム事例
などのコラムを紹介している他、学習指
導案を補足するコラム「実際の店舗の出
店」などを紹介。

実際の店舗の出店外部プログラム事例

③中学校における知財創造教育のあり方と指導案 中学校編の学習指導案・事例
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◇学習指導案例(5)
「6次産業体験学習『もち米プロジェクト』」

対象学年：第2学年
教科・科目：総合的な学習の時間

(1)身の回りの特許、意匠等の製品群を例に知的財産が身近にあることに気付かせる。

(2)商標の一部を隠しても、識別できる体験をもとに商標の機能について考える。

(3) どんな商品が売れるかこれまでの事例を調べ、売れる商品のポイントをもとにもち米の商品開発を行う。

(4)ネーミング（商標）とパッケージ（意匠）に絞って、考える。

(5) 他の地域の知財を用いて地域興しをしている事例を知り、子どもでもできることを知る。

授業の流れ

●指導法の工夫
①課題設定の工夫
・第1次産業から第3次産業までの一貫性を持たせた展開と課題設定
・生徒が地域活性化のために主体的に参画できる課題設定

② 教科間、各団体との連携
・小学校、中学校、大学、地域等の複数の団体および複数の教科間での連携

③中学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(5)
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●総合的な学習の時間での知的財産を活かしたキャリア実践教育

 課題 「地域のキャリア教育の問題」
過疎地域で職場体験に出すと「お客さんが来ない商店…」など、未来が描けない。

 実施内容 「知財を活かした商品開発」
総合的な学習で、地域の豊かな無二の文化的資産や自然環境に気付かせ、それを知財マインドで中学生が商品開発を行った。

 特長 「連携（教科間・小学中学大学・地域）」
小学生が育てたお米を中学生が売るという取り組みである。大学からの知財出前授業に加え、国語科、美術科教員が連携した商品ネーミン
グやパッケージについての指導、更に会計処理の指導は事務職員が専門的な立場から支援を行った。加えて、地域のイベントと連携。

連
携
の
流
れ

知的財産に関する
学習会（中学生）
※山口大学出前授業

価格や販売方法の
検討、パッケージ
デザインや商品名
の決定（中学）

稲刈り（小学部）

店舗づくりのため
の看板やパッケー
ジの制作

福栄ふるさと祭で
販売

③中学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(5)
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◇高等学校における知財創造教育のあり方
●小中学校と比較してより深く、主体的な学びに誘導する。
●学習内容と社会のつながりを示すことで、生徒に学習内容と社会の
つながりを実感させる。

国語総合の事例
「SDGs 説明文・意見文を書こう」

WEB上に掲載されている、子どものための持続
可能な開発目標の文章を教材にする

物理の事例
「光波」

暮らしの中で活用される「光波」として、冷蔵
庫の発明と当該特許公報を生徒に提示する

高等学校学習指導要領で、知的財産や知的財産権が直接的な指導内容として記述されているもののうち、工業や農業
など専門学科において開設される各教科の部分が多くなっている。（例：電気基礎の事例「QRコードがひらく社会」）

指導方法や教材に工夫をすることで、全ての教科で知的財産教育を実施できる。

テキスト内 共通科目の事例

国語や公民、数学等の共通教科部分では知財創造教育の余地は少ないのか…？

④高等学校における知財創造教育のあり方と指導案 高等学校における知財創造教育のあり方
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◇高等学校編の学習指導案・事例
●国語総合、古典、政治・経済、数学、英語、情報の科学、音楽、物理、
電気基礎、工業技術基礎、地球環境化学の11科目にわたり、計12の学習
指導案・事例を収載。

●コラムとして「実生活における「数えあげ」の利用」、「暮らしの中で活用さ
れる「光波」」、「情報科ノウハウ集」などを掲載。

実生活における「数えあげ」の利用 暮らしの中で活用される「光波」 情報科授業ノウハウ集

④高等学校における知財創造教育のあり方と指導案 高等学校編の学習指導案・事例
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◇学習指導案例(6)「高いタワーを創ろう」 対象学年：第1学年
教科・科目：工業技術基礎

(1)ワークシートにアイデアスケッチを行い、それをもとにタワーを製作、高さを測定する。

(2)班ごとにタワー高くするためのアイデアを出し合い、ワークシートに記入する。

(3)出た意見をもとにタワーの構想のアイデアスケッチを行い、それをもとにタワーを製作、高さを測定する。

(4)班ごとに工夫した点を発表し、評価を行う。

(5)集団でアイデアを出し、仕事をするメリットについて考える。

授業の流れ

●知財創造教育としてのポイント
① ものづくりの楽しさ、アイデアが形になる喜び、自分のアイデアが第三者から認められ

る喜びなどを体感させる。
② 共同（チーム）で発想し、ものづくりをする楽しさを体感させる。
③ オリジナル性を大切にする気持ちが芽生えるよう、指導に心掛ける。
④ タワーの高さの差は、人の知恵の差である点に気付かせる。
⑤ 知恵が発展したものが、知的財産にもなり得ることを指導する。

④高等学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(6)
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●アイデアを活用した授業内容
紙で作るタワーをどれだけ高くできるか、まず生徒自身に考えさせ、タワーを製作する。その後、班員で協力し、ア

イデアを出し合ってタワーを製作する。複数のアイデアから新しいアイデアが生まれ、タワー製作の際に改良を行うこ
とで、殆どの班が個人で製作したタワーより高いタワーを製作した。

個人で製作したタワー 班員で協力して製作したタワー

個人で作成したものより
高いものになっている。
アイデアの差が、高さの
差として出たことを理解
し、集団でアイデアを考
えたり仕事をするメリッ
トを実感できる。

 紙を生徒一人1枚、1班1枚分準備する。
 タワーの高さがそのまま本時の評価になることを説明し、生徒の

取り組む意欲を増やす。
 教員が話しすぎないように注意する。
 評価の観点として、意欲や態度も観察する。

 生徒の作品を絶対に批判、否定しない。
 アイデアを書き込むための白紙を準備しておく。
 自分のアイデアとクラスメートのアイデアを比較させ、振り返ら

せる。
 「アイデアや創造力」とは何かを考えさせる。

指導のポイント

④高等学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(6)
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◇学習指導案例(7)「光波」 対象学年：第2学年
教科・科目：物理

主な授業内容としては、光の速さの求め方や、
光の反射と屈折の理解。光の全反射が起こる条件
の考察と理解。光の分散と散乱、偏光についての
考察。レンズを通した光の道筋の作図。回折格子
による、光の干渉（波動性）の考察。薄膜及び空
気層による光の干渉の理解と考察である。
掲載している指導案では、凸凹レンズを通した

光が作る像や、光の道筋の作図を行う内容を紹介
している。

単元について

高校理科における知財創造教育

高校理科で取り扱う自然科学の内容は、私たちの暮らしを便利に
する様々な技術や製品に応用されています。しかし、学習する内容
が高度になってくることから、苦手意識をもつ生徒も増えてきます。
その苦手意識を少しでも解消するアイデアの一つとして、暮らしの
中の課題解決のため、身近な道具の中に学習した内容が活用されて
いることを紹介する方法があります。
一例として、「光波」の授業で冷蔵庫の機能を事例に、学んだこ

とが活用されている実例を紹介し、知財創造教育の要素を盛り込ん
だ授業を行う方法を紹介します。

④高等学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(7)
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【発明概要】

収納室の内部に設置された光源20ａ,20gから
照射された光（24f,24h）を冷蔵庫内に収納され
た食品23c,23dが反射します（24j,24i）。

その反射光を光センサー21a及び21bが検知し、

演算制御部まで検知データを送信します。演算
制御部はこのデータをもとに収納物の収納状態
を推定し、冷蔵庫内部の収納物の収納状態に応
じた適切な冷却制御を実施します。

一例として、光波の授業で行える知財創造教育を紹介します。

パナソニック株式会社の冷蔵庫では、反射光をセンサーで検知し、収

納物の状態を推定して、収納状態に応じた冷却制御を行っています。

「光波」を応用した技術が冷蔵庫の機能となり、特許を受けて知的財

産として保護、活用されていることを、授業の途中や最後で紹介するこ

とで、知財創造教育の要素を盛り込んだ授業にすることができます。ま

た、事例を参考に、暮らしの中にある課題を学習した内容で解決できな

いか、生徒自身に考えさせ、発表させることで、探究型の授業へ発展さ

せることもできます。

冷蔵庫画像提供：パナソニック株式会社

「光波」でできる知財創造教育例

④高等学校における知財創造教育のあり方と指導案 学習指導案例(7)
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平成３０年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究

（5）小中高等学校において知財創造教育を実施できる人材の
養成に必要な テキストに関する調査研究

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/zaisanken-seidomondai.html

電子版の掲載先

調査研究委員会の委員

委員長：
木村友久 （国立大学法人山口大学
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片桐昌直 （国立大学法人大阪教育大学 教育学部理数情報講座 教授）
川俣純 （つくば市立大穂中学校 教諭）
神田しげみ （玉川大学 教師教育リサーチセンター 客員教授）
塩瀬隆之 （京都大学総合博物館 准教授）
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